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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

◆
道
路
上
に
は
み
出
し
て
い
る
樹
木
の

伐
採
を
お
願
い
し
ま
す

　
８
月
の
台
風
に
よ
り
倒
木
が
多
く
発

生
し
ま
し
た
。

　
町
管
理
道
路
に
倒
れ
た
樹
木
に
つ
い

て
は
、
住
民
生
活
に
支
障
を
き
た
す
た

め
取
り
除
き
を
行
い
ま
し
た
が
、
道
路

上
に
鉢
植
え
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
箇

所
や
、
私
有
地
か
ら
道
路
や
歩
道
に
樹

木
や
枝
が
は
み
出
し
て
、
歩
行
者
や
自

転
車
、
自
動
車
な
ど
の
通
行
に
支
障
と

な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

　
箇
所
に
よ
っ
て
は
歩
行
者
や
通
行
車

両
の
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

も
、
建
築
限
界
を
守
り
、
は
み
出
し
て

い
る
樹
木
の
伐
採
や
鉢
植
え
な
ど
の
移

動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
建
築
限
界
と
は

　
道
路
法
第

３０
条
お
よ
び
道
路
構
造
令

第
１２
条
で
は
、
道
路
を
安
全
に
通
行
す

る
た
め
、
車
道
の
上
空
４
・
５
ｍ
、
歩

道
の
上
空
２
・
５
ｍ
の
範
囲
に
、
通
行

の
障
害
に
な
る
物（
樹
木
・
看
板
な
ど
）

は
置
い
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
私
有
地
の
生
垣
や
庭
木
な
ど
か
ら
の

倒
木
や
道
路
上
に
張
り
出
し
た
枝
の
落

下
な
ど
に
よ
り
、
通
行
中
の
歩
行
者
や

車
両
な
ど
が
損
傷
す
る
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
樹
木
の
所
有
者
が
賠
償

を
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課 

土
木
係

蕁
４
３
―
２
１
１
５（
課
直
通
）

道
路
の
健
全
な
通
行
に
つ
い
て

私有地 私有地歩道 車道
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建築限界の範囲

 役場

平成26年9月24日（水）～10月22日（水）


